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第 号

の
関
係
図
面
は
、
岩
国
土
木
建
築

告

口
県
告
示
第
五
百
八
十
号

築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一

業
種
苗
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に

発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建

管
告
示

治
団
体
の
名
称
等
…
…
…
…
…
…
…

治
団
体
の
異
動
事
項
…
…
…
…
…
…

金
管
理
団
体
の
名
称
等
…
…
…
…
…

報報
の
正
誤
（
昭
和
六
十
年
十
月
三
十

目

次

示路
の
位
置
の
指
定
（
三
件
）
（
建
築

告土
調
査
の
成
果
の
認
証
（
地
域
政
策

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

週
火
・
金
曜
日
発
行

事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に

示

第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）
…

基
づ
く
生
産
事
業
者
の
登
録
の
失
効

築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
日
山
口
県
告
示
第
八
百
六
十
五
号
ほ

指
導
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

の
申
請
（
県
民
生
活
課
）
…
…
…
…
…供

す
る
。

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

（
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

か
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（金曜日）

山
口
県
告
示
第
五
百
八
十
二

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し

そ
の
関
係
図
面
は
、
周
南
土

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八

地

名

及

び

番

地

名

及

び

番

玖
珂
郡
周
東
町
大
字
下
久
原
字
仁

七
〇
の
一
及
び
一
七
五
四
の
九

山
口
県
告
示
第
五
百
八
十
一

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し

そ
の
関
係
図
面
は
、
玖
珂
土

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八

地

名

及

び

番

玖
珂
郡
由
宇
町
字
由
宇
市
五
七
七

（
メ
ー
ト
ル
）

号
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二

た
。

木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦

日

山
口

地

幅

員

延

山
口

地

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

王
丸
一
七

四
・
〇

五
・
〇

号
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二

た
。

木
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に

日 日

山
口

地

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

七
の
八

五
・
〇

一

（
メ
ー
ト
ル
）
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

覧
に
供
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

長

道
路
の
敷
地
と
な

る
土
地
の
面
積

県
知
事

二

井

関

成

長

（
メ
ー
ト
ル
）

道
路
の
敷
地
と
な

る
土
地
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

七
〇
・
二

三
六
二
・
四
五

条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

供
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

長

（
メ
ー
ト
ル
）

道
路
の
敷
地
と
な

る
土
地
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

一
八
・
二

一
三
九
・
八
四

路 路

告

示



平成 年 月 日 金曜日

平豊二

山 口

国行名下周山市

（定期）県 報

（
五国

の
成

一

第 号

下四下一び

生

町

平
成
十
四
年
四
月
二
十
六

平
成
十
七
年
二
月
二
十
八

田

町

平
成
十
二
年
六
月
十
六
日

平
成
十
三
年
十
月
二
十
二

認
証
年
月
日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

土
調
査
を

っ
た
者
の

称

国
土
調
査
を
行
っ

関

市

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

平
成
十
七
年
三
月
九
日
ま

南

市

平
成
十
五
年
五
月
二
十
一

平
成
十
七
年
二
月
二
十
八

陽
小
野
田

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三

平
成
十
七
年
三
月
十
五
日

七
三
）
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
ま
し
た

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

国
土
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
等

松
市
大
字
末
武
上
字
宮
田
四
八
七
の
四

八
八
の
一
一
及
び
四
八
七
の
四
地
先

松
市
生
野
屋
一
丁
目
一
一
二
三
の
五
六

部
、
一
一
二
六
の
五
、
一
一
二
七
の
四

一
一
二
八
の
四

公

日
か
ら

日
ま
で

平
生
町
地
籍
図

平
生
町
地
籍
簿

か
ら

日
ま
で

豊
田
町
地
籍
図

豊
田
町
地
籍
簿

た
期
間

成
果
の
名
称

か
ら
で

下
関
市
地
籍
図

下
関
市
地
籍
簿

日
か
ら

日
ま
で

周
南
市
地
籍
図

周
南
市
地
籍
簿

日
か
ら

ま
で

山
陽
小
野
田
市
地
籍

図山
陽
小
野
田
市
地
籍

簿

第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二

。

山
口
県
知

、

四
・
〇

四
・
二

の及

四
・
〇

告

丁
目
の
各
一
部

大
字
平
生
村
の
一
部

大
字
浮
石
及
び
大
字
八
道
の
各

一
部 国

土
調
査
を
行
っ
た
地
域

菊
川
町
大
字
西
中
山
の
一
部
及

び
菊
川
町
大
字
吉
賀

大
字
鹿
野
下
の
一
部

大
字
東
須
恵
、
中
川
三
丁
目
、

中
川
六
丁
目
、
高
栄
一
丁
目
、

高
栄
二
丁
目
、
稲
荷
町
及
び
千

代
町
一
丁
目
並
び
に
大
字
小
野

田
、
中
川
二
丁
目
及
び
高
栄
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
調
査

事

二

井

関

成

八
二
・
三

三
四
八
・
五
五

三
五
・
〇

一
四
一
・
四
四

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（
五
七
五
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

か
ら
平
成
十
八
年
二
月
二
十
八

商
工
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八

高
齢
者
及
び
障
害
者
並
び

し
が
で
き
る
よ
う
に
医
療
、

設
づ
く
り
及
び
ま
ち
づ
く
り

障
害
者
に
対
す
る
理
解
を
深

て
、
基
本
的
人
権
を
尊
重
さ

ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
月
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

（
五
七
四
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、

月
十
九
日
ま
で
の
間
、
山
口
県

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八

及
び
所
在
地

立
地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

設
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

に
供
し
ま
す
。

日

山
口

に
市
民
等
に
対
し
て
、
誰
も
が
住

福
祉
及
び
建
築
等
の
視
点
か
ら
福

に
つ
い
て
の
助
言
及
び
支
援
等
に

め
る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
人
が

れ
な
が
ら
、
安
心
し
て
生
活
で
き

と
。

山
口

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

下
関
ひ
と
・
ま
ち
ネ
ッ
ト
ワ

鳴
瀬

道
生

下
関
市
清
末
中
町
一
丁
目
五

法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条

立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た

第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に

環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
山

日

よ
る
届
出

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

類
は
、
平
成
十
七
年
十
月
二
十
八

部
商
政
課
及
び
防
府
市
産
業
振
興

県
知
事

二

井

関

成

み
慣
れ
た
地
域
で
人
間
ら
し
い
暮

祉
住
環
境
を
考
え
た
家
づ
く
り
、

関
す
る
事
業
を
行
い
、
高
齢
者
及

自
己
選
択
と
自
己
決
定
に
基
づ

る
こ
と
及
び
地
域
福
祉
が
充
実
し

県
知
事

二

井

関

成

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ー
ク

番
一
二
号

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

。掲
げ
る
書
類
は
、
平
成
十
七
年
十

口
県
下
関
県
民
局
に
お
い
て
公
衆

二

の日部 ら施びいた お二の

公

告



平成 年 月 日 金曜日

七

山 口 県

六

（定期）報

株株有局
四五

第 号

二
株

三
名

午
前
八
時
か
ら
午
後
十
一
時
三

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の

一
二
立
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小

氏

名

又

は

名

称

株
式
会
社
ラ
イ
ト
オ
ン

株
式
会
社
明
林
堂
書
店

有
限
会
社
新
く
わ
の
や
ま
薬
局

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ

二
、
四
一
四
平
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置

駐
車
場
の
収
容
台
数

一
六
六
台

駐
輪
場
の
収
容
台
数

七
〇
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

九
一
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

氏

名

又

は

名

称

住

式
会
社
ラ
イ
ト
オ
ン

茨
城

式
会
社
明
林
堂
書
店

大
分

限
会
社
新
く
わ
の
や
ま
薬

防
府

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る

平
成
十
八
年
六
月
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積

名

称

コ
ス
パ
防
府

所
在
地

防
府
市
大
字
植
松
五

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名

称

住

式
会
社
安
成
工
務
店

下
関

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

十
分
ま
で

数 方
法
に
関
す
る
事
項

売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及

開
店
時

午
前
一

〃午
前
八

と
が
で
き
る
時
間
帯

に
関
す
る
事
項

所

県
つ
く
ば
市
東
新
井
三
七
の
一

県
別
府
市
山
の
手
町
一
五
番
一

市
中
央
町
九
番
四
〇
号

日の
合
計

五
四
の
一

の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表

所

市
綾
羅
木
新
町
三
丁
目
七
番
一

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

び
閉
店
時
刻

刻

閉
店
時
刻

〇
時

午
後
八
時

午
後
一
一
時

時
三
〇
分

午
後
八
時

代
表
者
の
氏
名

藤
原

政
博

五
号

林

新
太
郎

宮
崎

正
信

者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

号

安
成

信
次

及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

一

工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の

山
口
市
小
郡
上
郷
字
丸
山

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の

岡
山
市
内
山
下
一
丁
目
一

株
式
会
社
大
本
組

（
五
七
七
）
開
発
行
為
に
関
す

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八

（
五
七
六
）
林
業
種
苗
法
第
十

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五

業
者
の
登
録
は
、
そ
の
効
力
を

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八

登
録
番
号

生
産
事
業
者
の
氏
名

一
一
〇
〇

角
田

儀
道

周
南
市

四
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い

午
前
六
時
か
ら
午
後
九

八

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
八

名
称

（
第
二
工
区
）

住
所
及
び
氏
名

番
一
三
号

以
外
の
苗
木

る
工
事
の
完
了

年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第

お
り
公
告
し
ま
す
。

日

山
口

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
生
産

年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第

失
い
ま
し
た
。

日

山
口

又
は
名
称
及
び
住
所

生
産
事
業

大
字
呼
坂
一
〇
六
二

幼
苗
の
育
成

て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き

時
ま
で

日

三

の
育
成

住
所
に
同
じ
。

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為

県
知
事

二

井

関

成

事
業
者
の
登
録
の
失
効

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
次
の
生
産

県
知
事

二

井

関

成

の
内
容

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

及
び
幼
苗

生
産
事
業
者
の
氏
名
及

る
時
間
帯

に 事び



平成 年 月 日 金曜日

山
政

あ
っ

山 口

平

会
援
村
中 會
治
政

谷
硯

会
援
原

（定期）県 報

近 会
田
岡

る
え
日
明

名 政

会
藤

第 号

山
政

あ
っ口

県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日 松

人
堯

田
樋

会
援

後
史

篤

士
英

田
福

の
士

志
社

結

永

宗
村

河
後
き

ゆ
か

た

本
岩

重
倉

後
よ
き

し
と

津
橋

人

代
称 の

体
団

治

原
平

次
穣

の

の
者
計
会

名
氏

の
者

表

田
夫

哲
村
田

会
考
を

芳
秋

徳
重

中
田

援
後

む
と

つ

村

勇
藤
近

援
後
郎

次
勇

田
岡

藤
近

郎
次

選
挙
管
理

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

第
百
四
十
七
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条

の
と
お
り
で
あ
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

字
大
市

田
野

小
陽

山
明
利

川
山

佐
須

字
大

市
萩

也
達

上
武
末

字
大

市
松

下
俊
正

市
田

野
小

陽
山

清
廉

２
の

郡
字

大

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

所
務

事
る

た
主

名
氏
任

責

秋
郡
祢

美
之
俊

地
在

所
の

吉
秋

字
大

町
芳

字
大
市

田
野

小
陽

山
之
勝

生
埴

の

西
字

大
町

東
周

郡
珂

玖
暁
野

長
６
の

委
員
会

第
百
四
十
六
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条

と
お
り
で
あ
る
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

長

福

田

隆

司

〃
〃

〃
〃

６
〃

〃

２
〃

〃

長

福

田

隆

司考
備

項
事
の
他
の
そ

日
月
年
出

届
）

成
平

、
９
、

〃
〃

８
〃

〃

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

一

下

二

伊
佐

雑

正

誤

昭
和
六
十
年
十
月
三
十
一
日

ペ
ー
ジ

段

行

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八

を
出
届
の

体
団
理
管
金
資

種
の

職
公

名
氏
の
者

た
し

市
国
岩

郎
次
勇
藤
近

名
類

み
元
中

会
藤
近

員
議

会
議

昭
と
も
や
み

会
援
後
る
の

会
援
後
義

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

ゆ
ま
村
河

名
の

体
団

治
政

援
後
子
啓
野
津

会
援
後
み

会

町
大
字
伊
佐

報

山
口
県
告
示
第
八
百
六
十
五
号
（

誤

称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

務
事

る
た
主

称
理

管
金

資

珂
玖

援
後

郎
次

勇

所
の
所

字
大

町
東

周
郡

大
野
小
陽
山

所
務

事

６
の

小
字

生
字

大
美
郡
珂

玖
〃

５
の

見

示
第
百
四
十
八
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

者
表

代

新
項

事
動

異
称

異

市
井

柳
所

務
事

真
村
河

住
藤
新

者
表

代

２
の

伊
佐
町
伊
佐

鳥
獣
保
護
区
の
設
定
）

正

委
員
長

福

田

隆

司

考
備

体
団

日
月

年
出
届
定
指

）
長

西

名
氏
の

者
表

代
地
在

成
平

郎
次

勇
藤

近
野

、
９
、

字
大
市
田
野
小

田
野
市
田

田
野

小
〃
〃

５
の

町
和

畑
西

字
大

町
和
美

郡
珂

玖
〃
〃

１
の

十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届 考

備

旧

容
内

動

日
月
年
出

届
）

成
平

美
俊

本
勝

弓

、
９
、

字
大

町
畠
大
郡
珂
玖

代
神

代
神

９
〃
〃

昭
俊

野
津

江

２
の

四

出

選
挙
管
理
委
員
会

雑

報



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県

ペ一

（定期）報

平
に
関

第 号

昭
示
の

ペ
ー
ジ

段

行

二

上

左
か
ら一

交
付

〃

〃

左
か
ら

一
三

市
道
割
小

〃

〃

左
か
ら六

市
道
割
小

成
十
七
年
九
月
二
日
山
口
県
人
事

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

和
六
十
年
十
月
三
十
一
日
山
口
県

一
部
改
正
）

ー
ジ

段

行

九

上

一
三

市
道
割
小

誤

公
布

松
棯
小
野
線

市
道
割

松
棯
小
野
線

市
道
割

委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
（
初

則
）

告
示
第
八
百
七
十
三
号
（
銃
猟

誤

松
棯
小
野
線

市
道
割

正

木
松
棯
小
野
線

木
松
棯
小
野
線

任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準

禁
止
区
域
の
設
定
に
関
す
る
告

正

木
松
棯
小
野
線

五



平
成
十

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日
印
刷

七
年
十
月
二
十
八
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁

定
価
一
箇
月

金
二

事

千
七
百
円
（
送
料
共
）


